
件　　　名

適用業種の範囲

静岡県タイヤ・チューブ、ゴムベルト・ゴムホー
ス・工業用ゴム製品製造業最低賃金

Ｅ１９（１９２・１９９除く）＋Ｌ７２８２

静岡県鉄鋼、非鉄金属製造業最低賃金

E２２（２２１・２２９１・２２９２・２２９９除く）＋Ｅ２３（２３１・
２３５５・２３９除く）＋Ｌ７２８２

静岡県はん用機械器具、生産用機械器具、業
務用機械器具、輸送用機械器具製造業最低賃
金

Ｅ２５（２５１除く）＋Ｅ２６＋Ｅ２７（２７３・２７４・２７５・２７
６除く）＋Ｅ３１(３1２・３1４・３1９１除く)＋Ｌ７２８２

静岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機
械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金

Ｅ２８＋Ｅ２９（２９７３の一部除く）＋Ｅ３０＋Ｌ７２８２

960

14,030 976

改正 令和3年7月2日
静岡県電気機械器具製造業最低賃金
連絡会
会長　伊佐地　豪文

労働協約 42,260 25,092 59.38% 12,416

41.02% 1,189 1,021

改正 令和3年7月2日

静岡県はん用機械器具、生産用機械
器具、業務用機械器具、輸送用機械器
具製造業最低賃金連絡会
会長　松浦　信司

労働協約 106,980 53,793 50.28%

改正 令和3年7月2日
静岡県鉄鋼・非鉄金属製造業最低賃金
連絡会
会長　石塚　智昭

公正競争 7,433 3,049

労働協約
最低額

（=改正額の
上限）

（円）

改正 令和3年7月2日
静岡県ゴム製品製造業最低賃金連絡
会
会長　斉藤　弘

公正競争 4,745 2,665 56.16% 764 1000
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